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国税庁の組織
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※税務署の規模によって､置かれている部門の種類や数が異なります。 〃

、 〃※各部署の人数は平成30年度の定員を示しています。
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納税肴の自発的砿納税減務の腿行を適正かつ円滑

に災晩する
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国税庁の任務と使命
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国税庁は、

①内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現

②酒類業の健全な発達

③税理士業務の適正な運営の確保

を図ることを任務とする。
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“国税の多くは、納税者が自ら所得金額や税額を計算し、それに基づいて申告し、納税すると
いう申告納税制度を採用(地方税の多くは賦課課税方式） 。

"国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ（憲法第30条） 。
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｢納税者の自発的な納税義務の履行を適正かつ円滑に実現する」 （第3条《事務の実施基準》）O
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、〆1 内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現（第4条《準則》一）

（1）納税環境の整備

（2）適正・公平な税務行政の推進

2酒類業の健全な発達（同条二）

（1）酒類業の経営基雛の安定を図るとともに、醸造技術の研究・開発や酒類の品質・安全性の確保を図る。

（2）酒類に係る資源の有効な利用の確保を図る°

3税理士業務の適正な運営の確保（同条三）

税理士がその使命を踏まえ、申告納税制度の適正かつ円滑な運営に重要な役割を果たすよう、その業務の適正な運営の

瑠果に努める。
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国税庁の定員の推移

国税庁の定員(人） 国家公務員の定員(人）
争 一

60,000 ・ 1"000"O00

59,000

- 500,000

58,000

57,000

56,000

55,000

54,000

53,000

(注1)国家公務員全体の定員:地方警務官を含み､自衛官を除く。

(注2)主な減少の要因:郵政公社化▲28.6万人(15年度)、国立大法人化▲13.3万人(16年度） 5

匡．国税庁の定員

一国家公務員全体の定員



所得税の申告件数の推移
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(注)いずれも翌年3月末までに提出された申告書の計数である。
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･老年者控除の廃止
･公的年金等控除額の引下げ
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一定の公的年金所得者|ご係る申｝
告不要制度の導入
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法人数の増加
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（ ）法人数は､平成元年から約SO万法人増えて､311万法人に増加
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(注）法人数は清算中法人の数を含まない。
7

発起人数の規定撤廃

(発起人7人→1人）
最低資本金制度の導入に伴う

みなし解散法人の増加
会社法施行に伴う
最低資本金制度の廃止



連結法人数の急増
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(注） 1上記計数は、国税局調査部が所管する法人（原則として資本金額（連結子法人については連結親法人の資本金額）が1億円以上の法人）のみを対象に集計したものである。
(注2連結開始前の欠損金額について、22年度税制改正前は原則として連結親法人の欠損金額のみが連結納税に持ち込めるとされていたものが､改正後は連結納税の開始に伴う時価評価の適用対象外となる
連結子法人の欠損金額も持ち込めるよう緩和された。
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相続税の申告件数の増加
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平成29年分の申告件数（課税対象被相続人数）は､平成26年分と比較して約Z倍以上に増加
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税務行政の将来像～スマート化を目指して～
'一一 一一一＝ － Ⅱ． 画一＝ 二一 ■■■■■■■■■ 一 一二一＝一 三一一戸 －一一

－－．－－－－，＝--=－－ヰーモー 三一 ＝一一一ー詞一一一＝壱一一一

猶 。 ●恥

E「可川 jl | ’ICT・AIの進展 マイナンバー制度の導入 経済取引のグローバノ
P

’ | L 」定員の減少と申告の増加 調査・徴収の複雑・困難化
拷

2凸

’ ’
納税者の理解と信頼を得て適正な申告・納税を確保していくため、税務行政の透明性の観点から目指すべき将来像を明らかにし、そ
れに向けて着実に取り組んでいくことが重要。

※惑難縦潔弄鰯謡馬鐸耀鰡謬騨聴溌溺繍需繍躍
取り組"でいく。また､悩報シス霊△のコーザーとなる#頗兇者のニーズを重視し泡鑑寸を禄つていく”

=TaXの便し柳鐸の改善等を通じｿこ申告･納付のデジタル(ぬl閏對こより、納税者の利便注の向上とともにデータ基盤の充実を図り、
悩報ｼｽ天ﾑのコーザ=となる綱兇者のニーズを重視し種鋪を行っていく。

AI獅術等を取り入淵”がら、段階的に

詳しくは、https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2017/syouraizou/index.htm
10
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情報システムの高度化 I 内部事務の集中処理 I 地方公共団体等との連携・協調
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2016年公表｢国際戦略トータルプラン｣に基づく取組状況（2019年1月版）

一一 室錯層。海外取引のある企業 請窪 、

〆 ‐ 、〆 ~、
〔国税庁国際課税企画宮〕． :.‘ ,

騨鶏韓騨
｡

商

〔国外送金等調書の活用〕

も10○万円超の国外への送

､，”金及び国外か．らの受金の
;;":把握． 、

蕊野…諺

〔国外財産調書の活用〕
･･5IOOO万円超の国外財産
（預金､有価証券や不動産
陰:等).の把握 ．
'．:2017露分の提出|轍は
gi551W": . . .~. .･=

取
組
儀
制
》
ぬ
識
漂
備

議議鰯
情
報
の
収
集
。
分
析

艮 ノ

口
毎財産睡調傘扇〕、
算.《3,億円以坐の財産.(預金､‘

.』 ･有価証券沖不動産等)&'又

や
心
篭交換ｺﾑ： 、

火ゞ・取引の実懲配当博不動．
.溌:産所得等に閏載る情報の
了:伽集･‘‐ ・､＝4l÷- .,, .

-ゞ危.20FIB年12月現在、74
礎:の租税条約等(127か国

廷蝉蝉効一ソ

■

一

口

■

◆

■

毎

噸
蹴
捧

３備整制体の係関税諜際国喧

I :. .、羅驫懸息調螺鑛灘羅雪翫"患 1
ダ

１
１

一W ’ 凸 ‘痙冨1国1帝 き,T 鵠.,F･･:､‐
▼

蒋議蕊議灘譜…篭：
｡ ’ ． 慰 む

甲 、。
｡。 曄孟

， ． ,.国｡ .
p 早

申勺グ ゥ
b■ 車

讓霧勇箪 １
１

I,誼克

I
唖

弾
':単 ，｡,‘ ;産毫鮮罰愈鶏辮嬢繍鑑象灘辮蝿

毛.､罷相貢協議の促進〕, ： ‐
国際的な二重課税問題の解決

(注1)CRS…CommonRePortil-igSfandard,共這報告基準の略

(注2)B日.S･･6BaseErosionandProfitShifting,税源浸食と利益移転の略
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富裕層への対応
函 ゼー＝〆＝‐垂一二一一＝＝－＝＝ー＝言＝三一=

~~.~一~可 一 ､ ‐‐ ~~』

■一一一一二 ・一
ロ■一 一

ー~､
|典】国税庁｢統計年報」

側日本銀行噴金循環統計｣ノ

○所得金額が5億円超の者

平成23年731人→平成29年1,755人 【出典】国税庁｢統計年報」

家計部門からの海外投資(対外証券投資)金額

平成23年15.8兆円→平成29年24.0兆円 【出典】日本銀行｢資金循環統計」

富裕層に対する適正課税の確保が重要
rB

富裕信濁管理陰調査等

○有価証券｡不動産等を多数所有する納税者､経常的な所得が特に高額な納税者などをいわゆる富裕層として

管理

○国外財産調書制度｡財産債務調書制度や外国税務当局との情報交換ネットワークを活用し､積極的に情報を

収集､調査等を実施

Ｉ
Ⅱ
Ｉ
■
Ⅲ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ｉ
巳
４
８
▲
■
“
●
且
■
■
Ｕ
Ⅱ
日
日
■
■
■
■
■
■
Ⅱ
Ⅱ
Ｏ
Ｌ
１
ｐ
８
Ⅱ
９
６
胆

重螺管理富総層威国鱗垂鎮ドﾁ幸孝拳鰯設置＞

○いわゆる富裕層のうち、特に多額の資産を保有していると認められる納税者を管理し､課税上の問題が

認められる場合は調査を企画する重点管理富裕層プロジェクトチーム(富裕層PT)を､平成26年7月から

東京局、大阪局､名古屋局に設置

○平成29年7月から全国税局及び沖縄国税事務所に拡大
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平成29事務年度所得税等の調査事績の概要(抜粋）
一一一

鍾謹蕊鐵
§

諏鯏3
…露
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町
砧
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８
●
■
１
１
８
■
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■
８
甲
■
日
呈
”
＆
ａ
Ｔ
４
■
■
Ⅱ
４
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■
■
・
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Ⅱ

国税庁では、有価証券。不動産等の大口所有者、経常的な所得が特に高額な個人など、 「富裕層」に対して、資産運用の

多様化。国際化が進んでいることを念頭に調査を実施しており、平成30事務年度においても積極的に取り組んでいます。

平成29事務年度においては、実施調査を5， 219件（前年比1246％）実施し、約177億円（同139.4％）を追徴課
税しました。

このうち、海外投資等を行っている「富裕層」に対しては、平成29事務年度において862件（前年比161.7％）の調
査を実施しており、 1件当たり約827万円を追徴課税しま．した。

■■

シ
シ
ン

&

鍵瀧瀧識鑿
｢

鍵 蕊謹窓泌迅

i

１
１
１

経済社会の国際化に適切に対応していくため、有効な資料情報の収集に努めるとともに、海外投資を行っている個人や海

外資産を保有している個人などに対して、国外送金等調書、国外財産調書等に基づく情報交換制度のほか、平成30年9月
に初回交換が行われたCRS情報などを効果的に活用し、積極的に調査を実施します。
平成29事務年度においては、実地調査を4， 616件（平成28事務年度3,145件）実施し、 1件当たり約440万円、
総額で約203億円を追徴課税しました。

＞

＞
Ｌ
、
号
己
冒
■
等
分
、
ａ

－－－

1 「富裕層｣に対する調査状況 2海外投資等を行っている個人に対する調査状況(取引区分別）

～～事務年度等
28事務年度

29事務年度「~流瓢項目 一

少

調 査 件 数 件 5,2194,188 1246％

申告漏れ等の非達件数 件 3卿406 125.3％4,269

申告漏れ所得金額

追 徴 税 額

441
－~

127

670 151.9％偲円

177 139.4％億円

’
申
所
一
追

告
得
一
徴

れ
額
一
額

漏
金
一
税

一
件
当
た
り

121.7％1,054 1,283
p－

339

万円
上

6

1輸出入…事業に係る売上及び原価に係る取引で､海外の輸出(入)業者との契約による取引をいう。
2役務提供…工事請負､プログラム設計など海外において行う､労力､技術等の第三者に対するサービスの提供をいう。
3海外投資…海外の不動産､証券などに対する投資(預貯金等の海外での蓄財を含む｡)をいう。
4その他…海外で支払を受ける給与など､1～3に該当しない取引等をいう。

111.5％万円 304
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|撫撫熟｣ ’
平成30年10月17日
政府税調｢説明資料」’ ｜

’

シェアリングエコノミーの仕組み
＝写一 一三口一一売一 ＝ザ －

／

○総務省｢平成29年版情報通信白書｣ 《平成2，年)では‘ｼｪｱﾘﾝグｴｺﾉﾐｰを『個人等が保有する活用可能な資産等を､
インターネット上のマッチングプラットフォームを介して他の個人等も利用可能とする経済活性化活動」と定義。 ’

《(注)ｼｪｱの対象として､ｽｰｽ､移動､ｽｷﾙ･時滝ﾓﾉ､ｶﾈ等を想定､ｼｪｱの形態もﾚﾝﾀﾙから売買までを対象｡ノ

’ シ エアリ ※契約関係はサービスの種類

によって異なる。また、決済

についても提供者と利用者

で直接行うものもある。

決済機能

契約

一コーーーー、一

座

＜需要者＞

サービスf似
p=

驚塗、

ノ ､
ゼ

＜供給者＞

サービスの

：提供者

、
底４

４
④財・サービス等の提供（自動車旅客、宿泊など）

’

，【一一

ダ1
五 k

…醤…麺寓言?で~'瞳~輻糖逐一塞墾遙昌型謹垂昌』垂…垂塞垂塾曝露ご割璽謹鐘w…準r

②財・サービス等の提供に関する契約※

(自動車、家等）

やスキル
1

1

、

(出典）内閣府経済社会総合研究所「『シェアリング・エコノミー等新分野の経済活動の計測に関する調査研究』報告書概要」（平成30年7月）及び各社約

款等を基に財務省作成。
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撫撫熟｣ i
平成30年10月17日
政府税調｢説明資料」｜

｜

’ ’
／
”
‐
、 ］
○住宅宿泊事業に関連する各事業者の情報は､観光庁で取りまとめの上､関係行政機関へ提供
○提供に当たっては、申請･届出情報に加え､各種報告情報も付加

住宅宿泊
事業者

光庁「民泊制度運営システ

都道府県

保健所設置市
等

･住宅宿泊業者
・定期報告

届出害等

関係行政機関

に 所設置市
住宅宿泊
仲介業者

観光庁

，住宅宿泊仲介業者登録申請諜讓

国交省

住宅宿泊
管理業者

○申請。届出情報

氏名（名称）、住所（所在地）、物件所在地、法人番
号

○定期報告情報

宿泊提供日数や宿泊者数など
※上記のほか、随時報告情報も併せて提供される予定

"住宅宿泊管理業者登録申請害等

16
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住宅宿泊事業に係る情報連携



’ I 平成30年10月17日政府税調｢説明資料」
平成30年10月17日
政府税調｢説明資料」

自主的な適正申告のための仮想通貨交換業者から顧客への情報提供（イメージ）
－ F 一一

国税庁ホームページ
一一

９
口
０
可
巾
『
■
日
日
■
』
ｑ
Ｊ
Ｆ
寺
■
も
ｑ
『
屯
Ｐ
Ｌ
Ｄ

④e-TaXで申告書を送信（電子申告）

e－TaX口一 ＝鼠呈塞壼 ･塞葺． ‘
割一二一蔀:
･和由ら心“』勺祇一q 芦、v ｦ 守口・澤硬上』､･哩預E､ろ_よ．

’
１
１

仮想通貨

交換業者 ②専用アプリに取引データを取り込み、

仮想通貨取引による利益を自動計算

③国税庁ホームベージの「確定申告書等
作成コーナー」で、他の所得等の情報
とともに入力し、申告書を作成。

－
１
１
１
聖
Ｉ
，
－

風
図
画

一
剛
閲

[~悪霊雲~1
①取引データ（電子〉の提供
※震客（納税者）からの求めに応じ提供

圏 ，
｢燕羅司 [羅王~’

蝋霊亀一①’年間取引報告書(勤

③′申告書を作成、提出
（電子又は書面）

鰯壬又は書面）の提供

(瀞仮想這貨の種類ごとに、年間の売買数量，

価額等を一覧にして表示したもの今
②"税理士に相談
（年間取引報告書を提示）
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’内弥尊磑日〔 ＝J聖J1斗

丁廓妥凸言雁

1 ．利便性の高い納税環境の整備同 ＝

(例)仮想通貨交換業者が取引データを顧客(納税者)に提供｡＝納税者は専用アプリや国税庁が提供する様式等を活用して簡便に電子申告。

●鱗
仮想通貨交換業者

〈緋1
言1
－

取引データ
園

eやX

顧客(納税者）

(※）上記のほか、仮想通貨に関する所得税の取得価額の計算方法の明確化等を実施

2.税務当局による情報照会の仕組み（案）月干Ⅸ兇忌云ー

(1)現在実務上行われている事業者等に対する任意の照会について､他の法律(金商法等)の例を踏まえ､規定を整備する。

(2)高額･悪質な無申告者等を特定するため特に必要な場合に限り､担保措置を伴ったより実効的な形による情報照会を行う

ことができることとする｡ただし､適正かつ慎重な運用を求める観点から､以下のとおり､照会できる場合及び照会情報を限定

するとともに､事業者等による不服申立て等も可能とする。

○照会できる場合を以下のような場合に限定
①多額の所得(年間1,000万円超)を生じうる特定の取引の税務調査の結果、
半数以上で当該所得等について申告漏れが認められた場合
②特定の取引が違法な申告のために用いられるものと認められる場合
③不合理な取引形態により違法行為を推認させる場合
（※） いずれも他の方法による照会情報の収集が困難である場合に限る。

○照会する情報を｢氏名等(※)｣に限定
（※） 「氏名等」 とは、氏名並びに（保有している場合には）住所及び番号（個人／法人）をいう。

一定の条件に該当する

対象者の氏名等を照会

一

一

報告

事業者等
例:仮想通貨交換業

者

》
ロ
ー
蝋

■
■
■
口
？
鶴
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○近年、仮想通貨取引やインターネットを通じた業務請負の普及など、経済取引の多様化・国際化が進展。

○こうした経済取引の健全な発展を図る観点からも、適正な課税を確保することが重要。
＝ 1 ．納税者が自主的に簡便・正確な申告等を行うことができる利便性の高い納税環境を整備するとともに、

2.高額・悪質な無申告者等の情報を税務当局が照会するための仕組みを整備することが必要。

、


